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公
共
下
水
道
施
設
を
整
備
す
る
た

め
に
は
、
多
く
の
建
設
費
用
が
必
要

で
す
。
そ
の
費
用
は
国
や
県
の
補
助

金
、
借
入
金
並
び
に
町
税
な
ど
、
皆

さ
ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
受
益
者

負
担
金（
以
下
「
負
担
金
」）に
よ
っ

て
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。

負
担
金
を
納
め
る
受
益
者
と
は
？

　

整
備
区
域
内
の
す
べ
て
の
土
地
が

対
象
と
な
り
、
そ
の
土
地
の
所
有
者

ま
た
は
権
利
者
が
受
益
者
で
す
。

負
担
金
の
額
は
？

　

対
象
区
域
内
に
所
有
す
る
土
地
ま

た
は
権
利
の
あ
る
土
地
の
面
積
に
単

位
負
担
金
額（
１
平
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
３
７
７
円
）を
乗
じ
て
算
出
し

た
金
額
で
す
。

　

な
お
、
負
担
金
は
土
地
に
対
し
て

「
１
回
限
り
」
の
負
担
で
す
。

負
担
金
の
納
付
方
法
は
？

　

算
出
し
た
金
額
を
３
年
に
分
割
し
、

さ
ら
に
１
年
を
４
回
の
納
期
に
分
け

て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
一
括
で
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
も
で
き
ま
す
。
一
括
納
付
の
場

合
は
、
当
該
年
度
の
最
初
の
納
期
内

の
納
付
に
限
り
、
納
付
さ
れ
る
年
数
、

金
額
に
応
じ
て
一
括
納
付
報
奨
金
が

交
付
さ
れ
ま
す
。（
実
際
は
、
報
奨
金

相
当
額
を
差
し
引
い
た
金
額
で
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

負
担
金
の
減
免
と
徴
収
猶
予
は
？

　

負
担
金
は
、
土
地
の
用
途
に
応
じ

て
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
土
地
の
状
況
や
受
益
者
の

事
情
に
よ
り
、
徴
収
を
猶
予
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
い
ず
れ
も
申
請
が
必
要

で
す
。

受
益
者
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
？

　

土
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
、
負
担
金

を
納
付
す
る
受
益
者
を
変
更
す
る
場

合
は
、
旧
受
益
者
と
新
受
益
者
と
の
連

署
で
受
益
者
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　

届
出
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
ま
ま

前
の
受
益
者
が
負
担
金
を
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
東
小
磯
、
西
小
磯
、
国
府
本
郷
、

生
沢
及
び
月
京
地
区
の
一
部
の
区
域

で
、
公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

供
用
開
始（
下
水
道
が
使
用
で
き

る
）さ
れ
る
区
域
内
の
土
地
所
有
者

に
は
、
４
月
に
送
付
す
る
申
告
書
に

よ
り
、
受
益
者
を
申
告
し
て
い
た
だ

き
決
定
し
ま
す
。

【
住
民
説
明
会
の
開
催
】

　

供
用
開
始
に
伴
う
説
明
会
を
２
月

に
開
催
し
ま
す
。
開
催
日
時
等
に
つ

い
て
は
、
区
域
内
に
土
地
を
所
有
さ

れ
て
い
る
方
に
対
し
て
、
開
催
通
知

を
送
付
し
ま
す
。

　

県
内
の
小
学
校
４
年

生
を
対
象
に
毎
年
行
わ

れ
て
い
る
、（
公
財
）神

奈
川
県
下
水
道
公
社
主

催
の
下
水
道
作
品
コ
ン

ク
ー
ル
に
お
い
て
、
応

募
総
数
３
，８
０
９
点

（
町
内
小
学
校
か
ら
２

０
１
点
の
応
募
）の
中

か
ら
、
次
の
２
名
が
入

賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

入
賞
作
品
は
、
相
模

川
流
域
下
水
道
右
岸
処

理
場（
四
之
宮
管
理
セ

ン
タ
ー
）に
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

▼
書
道
の
部
　
入
賞
　（
敬
称
略
）

受益者負担金の額は、

１㎡当たり
377円です。

例えば、165㎡（約50坪）の
土地を所有している場合は
165㎡×377円＝62,200円

（10円未満切り捨て）

公
共
下
水
道
の
使
え
る
地
域
が

　
　
　 

５
月
か
ら
拡
大
し
ま
す
！▲島田　晴伎

（大磯小）
▲二宮　明士
（国府小）

下水道作品コンクールで
入　賞！

◎
問
い
合
わ
せ　

建
設
課　

☎
内
線
２
１
４
・
２
２
４

下
水
道
事
業
の
受
益
者
負
担
金
制
度
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

新 氏　名 旧

〈課長級〉

首席理事 二挺木　洋二 理事
教育委員会理事 福島　伸芳 監査委員事務局長
監査委員事務局長 鈴木　一男 首席理事
消防本部消防次長 相田　輝幸 教育委員会理事

　今年を「改革元年」として、職員がひと
つとなって多くの課題解決に取り組み、更
なる町政運営の推進に必要であるとの判断
から、理事の配置転換を行いました。
　また、本町の消防行政における体制整備
として、消防長を補佐するため消防次長１
名を配置しました。

◎問い合わせ　総務課　内線 210

（平成 24 年１月６日付）町職員人事異動


